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上尾市教育委員会３月定例会 議案 

(追加) 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第３１号  上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の一部を改正す

る規則の制定について  ------------------------------------------- １  

議案第３２号  上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について  ------------------------------------------------ ２  



 

 

議案第３１号  

   上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて  

上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。  

令和８年３月２４日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の一部を改正する規則  

上尾市いじめ問題調査委員会運営規則（平成２６年上尾市教育委員会規

則第１８号）の一部を次のように改正する。  

第２条の見出しを「（調査審議）」に改め、同条第５項中「調査」を

「調査審議」に改める。  

第３条の見出し中「調査結果」を「調査審議結果」に改め、同条中「調

査」を「調査審議」に改める。  

第４条第２項中「審議」を「調査審議」に改める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部を改正す

る条例の制定に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第３２号  

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい

て  

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

令和８年３月２４日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則  

上尾市学校給食実施条例施行規則（令和７年上尾市教育委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。  

第４条第１項第１号中「４，３９０円」を「５，４００円」に改め、同項

第２号中「５，０００円」を「５，４００円」に改め、同項第３号中「５，

３１０円」を「６，６５０円」に改め、同項第４号中「５，９５０円」を

「６，６５０円」に改め、同条第３項第１号中「２７０円」を「３３０円」

に改め、同項第２号中「３００円」を「３３０円」に改め、同項第３号中

「３１０円」を「４２０円」に改め、同項第４号中「３６０円」を「４２０

円」に改める。  

附則に次の２項を加える。  

 （学校給食費の徴収の特例）  

１１  令和８年４月分から令和９年３月分までに係る学校給食費については、

第３条本文の規定にかかわらず、学校給食費負担者（生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）第１３条の規定による教育扶助又は学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１９条の規定による援助その他の公的支援によ

り学校給食費に対する援助を受ける学校給食費負担者を除く。次項におい

て同じ。）が第４条第１項第１号に掲げる者である場合に限り、徴収しな

いものとする。  

 （学校給食費の額の特例）  

１２  第４条第１項第３号の中学校に係る学校給食費負担者から令和８年４

月分から令和９年３月分までに係る学校給食費を徴収する場合における同

号、同項第５号、同条第３項第３号及び同項第５号の規定の適用について
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は、同条第１項第３号中「６，６５０円」とあるのは「２，６５０円」と、

同項第５号中「１，０００円」とあるのは「５００円」と、同条第３項第

３号中「４２０円」とあるのは「１５０円」と、同項第５号中「６０円」

とあるのは「３０円」とする。  

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  市が設置する学校において、学校給食法第３条の規定に基づき実施する

学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を改正したいので、

この案を提出する。  
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